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年齢別相談件数
（平成 22年度～平成 26年度岐阜県窓口受付分）
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ハタチ
の契約
注意報!

消費者トラブル事例
～もし消費者トラブ

ルに巻き込まれたら
～消費者トラブル事例

～もし消費者トラブ
ルに巻き込まれたら

～

20歳になると悪質商法のターゲットに！

社会経験が少なく
トラブルに

巻き込まれやすい

みんなはどんな
トラブルに遭ってるの！？

最も多いのは
通信販売のトラブル
（→詳しくはP2へ）

INDEXINDEX
２０歳になると悪質商法のターゲットに！
消費者トラブル事例
　　　　～もし消費者トラブルに巻き込まれたら～

不当請求トラブル（ワンクリック詐欺）
ネットショップでの通販トラブル
アポイントメントセールス
キャッチセールス
エステサービスをめぐるトラブル
マルチ商法
アフィリエイト・ドロップシッピングを利用した手口
賃貸借契約に関するトラブル
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【基礎知識編2】
クレジットカードのこと知っていますか？

【基礎知識編1】
〈1-1〉 契約について知ろう！
〈1-2〉 クーリング・オフ制度
〈1-3〉 特定商取引法
〈1-4〉 消費者契約法

【基礎知識編3】
消費者には社会を変える力があります。
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消費生活センターを活用しよう

なぜ若者が狙われるの！？

料金を支払う
必要はありません。

「誤操作はこちらへ」と書かれていても
連絡をとってはいけません。

不当請求トラブル
（ワンクリック詐欺）
不当請求トラブル
（ワンクリック詐欺）
不当請求トラブル
（ワンクリック詐欺）
不当請求トラブル
（ワンクリック詐欺）
不当請求トラブル
（ワンクリック詐欺）

○パソコンやスマホなどの広告で「無料」を強調しておいて、ア
クセスした途端に登録料を請求してくる手口です。

○解決策を調べようとネット検索したら「ワンクリック詐欺を解
決する」というコンサルティング会社を見つけた。被害防止と
アドバイスの委託契約を結んで言われるままにお金を振り込
んだが、これは必要のない契約だったと後で気づいた。こうし
た二次被害を引き起こさないように注意しましょう。

　（消費生活センターへの相談は無料です。）

○スマホ等の画面から請求画面が消えなくなってしまったら
　情報処理推進機構（IPA）に相談しましょう。
※IPAはパソコンやスマホなどのインターネット
　トラブル解決のお手伝いをする機関です。

表紙のケースの場合、②が正解です。
①は、問合せをすることであなたの個人情報が相手に知られ
てしまう危険があります。③は、そもそも料金を支払う必要
はありません。
不安であれば消費生活センターに相談しましょう。

○海外ネットショップでトラブルにあったら国民生活センター
　越境消費者センター（CCJ）に相談しましょう。
※CCJとは、海外の窓口となる機関と連携して、
　消費者と海外事業者との間のトラブル解決の
　お手伝いをする機関です。

無料だと思ってクリックした場合、
有料契約は成立していません。

いきなり請求画面に
なっても

あわてないで！
いきなり請求画面に

なっても

あわてないで！

IPA

CCJ

信頼性の高い
業者を選びましょう！

○通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。

○事業者の住所や電話番号の記載がない、記載があっても実在
しない、日本語に不自然な点があるなど、不審だと思うことが
あれば取引をひかえましょう。

○メールだけのやり取りしかできない業者とは連絡が取れなく
なることがあります。前払いするときは注意しましょう。

事業者の住所、電話番号、責任者が正しく
記載されているかを確認しましょう

親元を離れ、
生活費を自分で
管理し始める人も…

1

ネットショップでの通販トラブルネットショップでの通販トラブル2 前払いには注意！

商品が届かない！

偽物が届いた！！

前払いには注意！

商品が届かない！

偽物が届いた！！

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
事
例

スマートフォンで無
料サイトを閲覧

していたら、年齢
確認画面になっ

た。「１８歳以上」を
クリックしたとこ

ろ、突然「登録完了
」となり、高額な

料金の請求画面が
消えなくなった。

ネットショッピング
でブランドの

バッグを購入し、商
品が送られて

きた。実物を見てみ
たら、明らかに

偽物とわかる粗悪品
だった。

販売購入形態別相談件数
（平成 26年度岐阜県窓口受付分）
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20 歳代20歳代

20歳からは未成年者
取消が適用されない
（→詳しくはP6へ）

判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）
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